※本申請書は、受講日等の前日までに提出してください。受講又は資格取得後の申請は受理できませんので、ご注意ください。
[ここに入力]

記入例

様式第１号の１（第５条関係）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事業者→商工会）
研修等受講交付申請書

                                                     　　　　　　　令和○年５月１０日
　　　世羅町商工会長　様

（申　請　者）
郵便番号　７２２ー１１２１
住　　所　世羅郡世羅町西上原１１８―２
事業所名　株式会社せら商事
代表者名　代表取締役　商工　太郎
電話番号　０８４７-２２-０５２９
メ ー ル　abc@sera-shoji.ne.jp
適格請求書発行事業者の登録番号　Ｔ１-２３４５－６７８９－０１２３
　　　　　　　　　　　　　　　　（不登録の場合は「登録なし」と記載）

　世羅町商工会人材育成助成実施要綱第５条の規定により、研修等受講の交付を受けたいので、次のとおり申請します。
	受講テーマ
	生成AI活用による業務効率化研修（基礎〜実務）

	受講者氏名
	商工　花子

	講習会等主催団体名
	××研修センター（一般社団法人△△）

	実施期間
	令和○年６月１日　～　令和○年６月２日

	受講場所
	××研修センター（広島市○○区○○１－２－３）

	受　講　料
	66,000円（税込）

	
	60,000円（税抜）※助成対象額

	助　成　額
	　　　　　　　　　 40,000円（1,000円未満の端数切捨て）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（助成額は助成対象額の３分の２で上限は６万円まで）

＜添付書類＞
（１）受講内容と受講料等が把握できる書類（受講案内等の写し）
（２）受講者の在籍の確認ができる書類
ア　代表者本人：提出不要
イ　役員の場合：３か月以内に発行された法人登記事項証明書等で役員就任の事実が確認できるもの
ウ　従業員等の場合：雇用契約書又は賃金台帳等で在籍の事実が確認できるもの
※ただし、本会に労働保険事務を委託しており、対象者が雇用保険に加入済みの場合は、上記ウの書類は添付不要とする。
（令和８年４月１日改定）

